
 

 

議第３７号 

   字の区域の変更について 

 次の表の左欄に掲げる区域を同表の右欄に掲げる字の区域に変更する。 

なお，この字の区域の変更は，地方自治法施行令第１７９条の規定により，土地

改良法第５４条第４項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から効力を生

じる。 

左     欄 右 欄 

町 大字 字 地番（令和８年１月９日現在） 字 

安浦町 中畑 

ヱフリ谷 

１０３７６の１，１０３７６の２及びこれ

らの区域に隣接する道路である市有地の全

部並びに１０３７１の１及び１０３７７の

それぞれに隣接する道路である市有地の全

部 

市原 

市原 
１３０４の１の一部，１３０５の一部，１

３０８の１の一部 
市原谷 

市原谷 

１３５９の１の一部及びこの区域に隣接す

る道路・水路である市有地の全部，１３５

０の２に隣接する水路である市有地の一部

並びに１３７９の１＋１３７９の２＋１３

８１の１＋１３８１の２＋１３８２の１＋

１３８２の２＋道路に隣接する水路である

市有地の全部 

市原 

中山 

１０６７３及びこの区域に隣接する水路で

ある市有地の全部並びに字市原谷１４０５

に隣接する水路である市有地の一部 

市原谷 

 

 

 

（提案理由） 

 土地改良事業の実施に伴い，当該事業実施後の土地の区画の形状等を踏まえ，当

該事業実施区域内の字の区域を変更するため，地方自治法第２６０条第１項の規定

により，この案を提出する。 

 


